
農林水産省 食と農林漁業の再生推進本部

市町村長との意見交換会 議事次第

日 時 ： 平成２３年１月１８日（火）
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３ 意見交換

４ 閉会
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参考資料１ 食と農林漁業の再生推進本部の設置等について

参考資料２ 農林水産業の現状について



1

飯舘村の６次産業とは

1. 安全安心な農産物を生産し、市場を通して
出荷する

2. 契約栽培により市況に左右されない農業経
営の安定を図る

3. 農産物を加工したり、産直により付加価値
を高めた販売を行う。

農産物を生産から販売・加工までを一貫して
行うことで付加価値を高めた販売を行うこと

ＪＡ流通100％⇒1／3ずつの販売へ

2

6次産業化推進計画 （報告書より・まとめ）

短期目標 契約栽培により原料を生産出荷

加工生産の基盤をつくる

中期目標 協力企業と共同でスープ等の

試作を行う

長期目標 販売先を踏まえた加工施設の

建設

ジャガイモ・タマネギの契約栽培

㈱久世との産品開発研究
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契約栽培による遊休地活用

ジャガイモ契約栽培
福相農園

4

久世までいファームの取り組み

久世フレッシュワンと

提携し新鮮な野菜を

首都圏レストランへ
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地域農業の現状と実態に鑑みた提言 

愛知県 田原市 
 

１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方① 

 

 

 

 

 

○ 産地特性(地理、気象、土壌、風土等)に対応した農業基盤の整備と老朽化

の進んだ農業生産基盤の改良と維持が必要 

 

○ 専業農家への育成支援 

 

2．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方② 

 

  

 

 

 

 

 

○ 重油等の化石燃料からの脱却を目指して、自然エネルギー(太陽光や風

力、バイオマス等)を有効活用を促進するための普及支援策が必要。 

 

○ CO2 の削減に向けて率先して取組む農業者が生産した農畜産物を有利

に販売できる仕組み作りが必要。 
(※エコ農産物⇒各地域で取組まれているが基準がまちまち、消費者も混乱) 

 

3．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方③ 
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○  農業が産業として持続的に発展していくためには、農業所得の増大を

目指していくことが重要。(「儲かる農業」の実現) 

 

○  農畜産物の安定価格維持施策が必要 

・多様な販売戦略による価格交渉力の強化 

・農・畜・水産物の新需要開拓と供給 

・輸出の促進  

 

4．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方④ 

 

 

 

○ 各地域には、高い見識と、技術力を備えた篤農家と呼ばれる方々が存在す

る農業者(経営体)が存在する。これら農業者等の持つ生産の技術力や、

ノウハウを次世代に繋げる施策が必要 

○ 意欲的な農業者のアイデアや、やる気を育てるための支援策が必要 



 

「食と農林漁業の再生推進本部」 

意見交換会 参考資料 
        
 
 
 
 

 
 

   
 市の花「菜の花」 市の木「くすのき」 
 
 
 
 
 人 口…６６，３９０人 
 世帯数…２１，７６１世帯 
 （Ｈ１７国勢調査） 

 面積…１８８．８１ｋｍ２ 
 （国土地理院平成２１年２月１日公表） 

 広がり…東西３０ｋｍ 
     南北１０．１ｋｍ 

 
 
 

 

愛知県田原市 
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１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方① 
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○ 産地特性(地理、気象、土壌、風土等)に対応した農業基盤の整備と老朽化

の進んだ農業生産基盤の改良と維持が必要 

 

○ 専業農家への育成支援 
 

 

（参考1） 

◎豊川用水が生産性を向上させ園芸の担い手を生み出した。 
 

 昭和43年の豊川用水全面通水以前は水の苦労が絶えず、昭和20年代後

半から取り組んだ天水や地下水を水源とする小規模畑作かんがいによる

野菜栽培は制約が多く、麦類、サツマイモ、雑穀などの栽培が多かった。 

 

昭和４３年に豊川用水が全面通水した以降、施設園芸による高付加価値

農業が大幅に増加し、農業産出額が約８倍に急増。担い手である認定農業

者の増加率は全国と比較し３割高い。 

 

 豊川用水による畑作かんがいパイプラインが、ほぼすべての圃場に整備

されている。市内２か所の大型調整池に加え、随所にフアームポンドが設

置されてパイプラインの水圧はほぼ一定しており、育苗期間のかん水や定

植後のスプリンクラー散水を随時行うことができる。 
(※このような生産基盤があるからこそ、担い手農家経営向上と生産安定性が確保される) 

 

◎豊川用水受益地の農業産出額の状況 

全国１位 田原市（724億円） 

6位 豊橋市（473億円） 

 

◎全国１位の農業産出額を今後も維持・発展させてゆくためには、その基

盤である農地の整備や農業用施設の更新は必要不可欠。 
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2．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方② 

 

 

 

 

 

○  重油等の化石燃料からの脱却を目指して、自然エネルギー(太陽光

や風力、バイオマス等)を有効活用を促進するための普及支援策が必

要。 

 

○ CO2 の削減に向けて率先して取組む農業者が生産した農畜産物を

有利に販売できる仕組み作りが必要。 
(※エコ農産物⇒各地域で取組まれているが基準がまちまち、消費者も混乱) 

 

 

（参考2） 
田原市での取組み事例 
◎田原市管内の農業は、施設園芸が盛んであるが、CO2を排出する化石燃料の

使用、白熱球による電力消費が大きな課題となっている。 

 

※そこで、太陽光発電とＬＥＤ電照、ヒートポンプなどの省電力機器の導入によ

る CO2削減を目指した低炭素施設園芸をモデルハウスで栽培実証することで、

地域生産者への環境問題意識を向上させるとともに、実証効果の公開とメリッ

トの明確化を図り、地域における低炭素活動の活性化を目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【これを実現するために】 

◎「田原市低炭素施設園芸づくり協議会」を設置 
(協議会構成員) 

 農業者（認定農業者連絡会、経営士、青農士、４Ｈクラブ代表者）、ＪＡ愛知

みなみ、企業（イシグロ農芸、サイエンスクリエイト）、豊橋技術科学大学、

行政（市、県普及課） 



テーマ 

低炭素施設園芸への取組みと生産地域の活性化 

（施設園芸の盛んな地域から勧める低炭素活動） 
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 ＜低炭素型施設園芸モデルハウス設置と地域へ広める低炭素活動＞ 

 

＜現状＞ 
 ・化石燃料による暖房 

既存施設園芸 ・白熱球による電照（開花抑制） 
（電照菊） ・通常電力を使用 

・暖房設定温度が高い 

・

① 日本一の菊生産施設から排出されるＣＯ２を調査 

② 菊をターゲットとした低炭素施設園芸の構想と、ＣＯ２削

減量を予測 

 
 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ  
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開花抑制用ＬＥＤ 
施設園芸用 

太陽光パネル 

地域の地球環境意識の向上と 

日本一の農業生産地域への低炭素施設園芸の周知 

複層化による断熱構造 

低温栽培技術と品種 

③ 実証栽培試験とデータ化 

④ 課題点のピックアップ 

⑤ 効果の明確化 

＜啓蒙活動を開始＞ 

⑥栽培セミナーを開催 

⑦現地見学会、展示会を開催 
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3．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方③ 
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○  農業が産業として持続的に発展していくためには、農業所得の増大

を目指していくことが重要。(「儲かる農業」の実現) 

 

○  農畜産物の安定価格維持施策が必要 

 

・多様な販売戦略による価格交渉力の強化 

・農・畜・水産物の新需要開拓と供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・輸出の促進  

Price 

現在 

販売価格の向上（Ｐ） 

売上の増加 

quantity 

販売量の増大(q) 

(P)×(q)

 

 

生 産 
コスト 

集出荷 
コスト 

コストの縮減

 

 
集出荷 
コスト

生 産 
コスト 



4．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方④ 
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○ 各地域には、高い見識と、技術力を備えた篤農家と呼ばれる方々が存

在する農業者(経営体)が存在する。これら農業者等の持つ生産の技術

力や、 ノウハウを次世代に繋げる施策が必要 

○ 意欲的な農業者のアイデアや、やる気を育てるための支援策が必要 

（参考3） 

田原市での取組み事例 

地域農業アイディア活用支援事業 

【農業新技術導入等支援補助金】の創設 

 

 

 

 

 
 

 

対策のポイント 
 

農業の現場に存在する地域農業の課題や問題点を、農業者自らの創意工

夫・改善・新技術導入等の取組みによって解消し、地域農業の活性化を図

るため、地域農業者等のアイディアを地域農業に活用するための支援をお

こない、地域農業の取組みの多様性を促進する。 

・ 田原市の農業経営形態は、多岐（水稲、露地野菜、施設園芸、畜産等）

にわたっている、このように多くの経営体に存在する課題も多種多様

であり、その改善に向けての取組み手法は、各経営体の課題内容によ

り異なることから、農業実情に精通した地域農業者等のアイディアが

施策に反映されることが必要。 

 

・ 地域農業者等から提案された施策・事業アイディアを審査し、対象事

業を精査・選択することによって地域実情にあった施策展開を図り、

地域農業の活性化に寄与する。 
 

 

 

 

 

 
政策の目標

・ 本事業を通して、農業の生産現場に地域農業者等の創意工夫により

新技術等への取組みを促進する。 



《内容》 

 田原市内に住所を有し、農業生産に携る農業者等（営農組織、農業団

体、農業生産法人含む）の３名以上で組織する団体で提案する、農業新

技術の導入や農業生産等に寄与する改善施策の取組みに対し、提案され

た施策・取組み内容を審査し、地域農業の振興に寄与するとされた提案

に対し、その実施のために必要となる事業費の一部を助成する。  

 

【補助率等】 

 提案事業に係る経費の１／２以内（但し、1,000 千円を限度） 

      ※平成 22 年度の予算は 3,000 千円 
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【H21 年度の実績】 

◎3 戸のキャベツ農家が地域農業アイデア活用支援事業に参画し、うね内部分施用装

置を導入した。ＪＡ愛知みなみ常春部会が持続性の高い生産方式の一環として導入

を推進しているＬ型緩行性肥料を使用し、うね内部分施用を行うことによる基肥施

用量 30％削減の実証を行った。 

 

※ そ の 結 果 、 基 肥 使 用 量 が

30％削減されて 10a 当たり

約 5,000 円のコストダウン

となり、基肥散布とうね立て

を同時に行うことで 10a 当

たり２～３時間の労働時間

削減となることが分かった。

同事業の成果は、他の部会員

にも周知されている。 

農
業
者
等
・
提
案
者 

提案 

アイディア・取組み

たい新技術等の内容 

提
案
・
申
請

事
業
効
果
判
定
後

田
原
市
（
補
助
事
業
採
択
・
対
象
決
定
） 

田
原
市
農
業
施
策
に
活
用
（
地
域
普
及
） 

提
案
審
査

内容提示 

審査結果

採択決定・通知

交付申請 

交付決定 

実績報告 

確定通知 

補助請求 

補助金交付

事業効果等の提供



参考資料:農業関係 DATA 
１．田原市の概要 

 

（１）気象状況（資料：気象庁名古屋地方気象台、田原市消防本部） 
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（２）人口・世帯・産業別就業者数の推移（資料：国勢調査） 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）土地利用の状況（資料：H17 愛知県土地に関する統計年報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3%

35.2%

36.6%

38.8%

45.1%

29.8%

26.9%

25.9%

26.6%

24.7%

22.2%

38.6%

37.8%

37.4%

34.5%

33.6%

32.7%

41.7%
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Ｈ17

H12

H7

H2

S60

S55

第1次産業 第2次産業 第3次産業

34,716人

36,669人

38,702人

40,555人

39,340人

38,155人

【人口・世帯】 【産業別就業者】 
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【気象状況①（H17 年）】 【気象状況②】 
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その他

2,326

12.3%

河川・水面等

825

4.4%

道路

1,745

9.3%

森林･原野
5,412

28.7%

宅地

2,150

11.4%

農用地
6,401

33.9%
項目 行政面積 農用地 宅地 森林･原野 道路 河川・水面等 他

田原市計 18,858 6,401 2,150 5,412 1,745 825 2,326

割合 100.0% 33.9% 11.4% 28.7% 9.3% 4.4% 12.3%

その(ha)
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田原市の農業概観 

昭和43年の豊川用水全面通水以来、全国有数の農業地域として、きくなどの花き、

キャベツ、ブロッコリーなどの野菜類を中心に、収益性の高い農産物生産体制を確立

し、飛躍的な発展を遂げてきた。土地利用においても、市域の3分の1は農地が占めて

いる。乳用牛･肉用牛、豚などの畜産業も花き、野菜類と同様に盛んな地域で、県下ト

ップクラスに位置している。 

 

農家１戸あたりの生産農業所得は高く、第1次産業就業者の占める割合は33.3％

(H17国勢調査)と、全国の市の中で1位となっている。 

 

総農家数は、年々減少しているものの、農家に占める専業農家や第1種兼業農家の

割合は高く、平成17年現在で70％を越えている。農家の担い手として大きな役割を

果たす認定農業者は1,033人（平成20年1月末現在）となっており、全国的に農業離

れが進む中、各種の農業支援等によりその人数は増加傾向にある。 

 

一方、遊休農地の増加や家畜排せつ物の大量発生などが課題であり、遊休農地は現

在では農地面積の約10％を占めている。また、ハウス栽培の加温用燃料である石油の

価格高騰の影響を受けて経営が悪化しており、農業のエネルギー自給率の確保やコス

ト低減に向けた安定的なエネルギーの確保が課題となっている。 

 

農業産出額及び生産農業所得 

農業産出額 産出額(千万円) 構成比(％)

  7,244 100

  耕種計 5,566 77

  米  114 2

  麦類 0 0

  雑穀・豆類 0 0

  いも類 6 0

  野菜類 1,827 25

  果実 58 1

  花き 3,541 49

  工芸作物 18 0

  種苗・苗木その他 1 0

  畜産計 1,672 23

  肉用牛 268 4

  乳用牛 377 5

  豚 718 10

  鶏 275 4

  その他畜産物 34 0

  6 0



２．田原農業の状況（農家・農地） 

 

（１）農家数・農業就業人口の推移（資料：農林業センサス） 
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（２）年齢別農業者数の推移（資料：農林業センサス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）農地の状況（資料：農林業センサス、愛知農林水産統計年報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農家数】 
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（４）農地の転用・権利移転等の状況（資料：愛知県農地年報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160
（ha）

3条所有権移転 19 21 26 17 20 21 20 20 22 18

3条賃借権設定 4 3 2 2 2 4 2 2 2 3

3条使用貸借設定 138 106 84 58 75 63 73 13 19 24

農地転用 17 18 18 11 15 12 12 8 25 14

Ｈ7年 Ｈ8年 Ｈ9年 Ｈ10年 Ｈ11年 Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年

【農地法による権利移動の状況】 

【農業経営基盤強化促進法による利用権設定面積】 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

（ha）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

利用権設定面積(ha) 273 266 263 288 288 307 362 378 335 311

利用権設定率（田原市） 3.8% 3.7% 3.6% 4.0% 4.0% 4.3% 5.1% 5.3% 4.7% 4.9%

利用権設定率（愛知県全体） 5.6% 5.7% 5.9% 6.2% 6.3% 7.1% 7.8% 8.4% 9.1% 10.8%

Ｈ7年 Ｈ8年 Ｈ9年 Ｈ10年 Ｈ11年 Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年



３．田原農業の状況（農業経営） 

 

（１）経営規模別農家数の推移（資料：農林業センサス） 

 【経営規模別農家数】 【経営規模別農家割合】 
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52.5% 39.5%
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（２）農業産出額・生産農業所得額の推移（資料：愛知農林水産統計年報） 

 【農業産出額】 【生産農業所得・農家 1戸当り生産農業所得】 

 

94
228

2,276

1,612

3,239

3,755
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2,755

358
138

3,795
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4,404

6,239
5,754 6,123 6,221 6,379

5,880 5,738 6,104

1,855

2,109
1,905

1,847 1,873 1,643
1,632 1,487

1,682
14
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23
11 10 3

37
3

7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Ｈ１ Ｈ３ Ｈ５ Ｈ７ Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１３ Ｈ１５ Ｈ17

(千万円)

耕種作物計 畜産計 加工農作物

6,272　　　8,373　　　7,683　　　7,981　　　8,104　　　8,024　　　7,516　　　7,227　　　　7,794

 

3,119生産農業所得 （千万円）

6,833 農家１戸当たり生産農業所得 （千円） 

488 耕地 10a 当たり生産農業所得 （千円） 

2,872 農業専従者換算１人当たり生産農業所得 （千円） 

(資料:第５４次愛知県農林水産年報) 

 

 

全国第１位を誇る農業関連の指標 

農業産出額  724億4 千万円

生産農業所得 311億9 千万円

花き産出額  354億1 千万円

 



（３）部門別農業産出額の県内比較（資料：第 52次愛知農林水産統計年報） 

市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円）

第１位 田原市 2,755 田原市 7,599 豊田市 315 安城市 41 安城市 36 豊橋市 16 豊橋市 2,743 蒲郡市 478
第２位 豊橋市 1,809 豊橋市 5,135 豊橋市 244 豊田市 31 西尾市 21 豊田市 14 田原市 2,354 豊橋市 198
第３位 豊川市 609 豊川市 1,605 安城市 231 西尾市 27 岡崎市 18 岡崎市 12 豊川市 885 豊田市 123
第４位 西尾市 454 西尾市 1,154 愛西市 174 岡崎市 18 豊田市 10 碧南市 11 愛西市 570 美浜町 107
第５位 安城市 404 豊田市 1,120 岡崎市 173 刈谷市 9 吉良町 8 安城市 10 碧南市 333 安城市 102

10位田原市 121 田原市 0 田原市 0 12位田原市 6 　 　 第10位田原市 66

愛知県計

占有率

32,65811,338

農業産出額生産農業所得

1813,547
23.3%24.3% 3.3%-3.4%

野菜雑穀・豆類麦米 いも類

217140 1,977

果実

10,881
- 2.8% 21.6%  

 

市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円） 市町村名 額（千万円）

第１位 田原市 3,420 西尾市 91 稲沢市 304 田原市 252 田原市 401 田原市 677 豊橋市 368 豊橋市 200
第２位 西尾市 458 豊橋市 77 安城市 60 豊橋市 134 豊橋市 338 豊橋市 407 田原市 246 田原市 29
第３位 豊橋市 365 吉良町 37 豊橋市 38 半田市 133 半田市 326 吉良町 83 新城市 180 常滑市 24
第４位 豊川市 352 新城市 23 西尾市 37 美浜町 39 西尾市 84 美浜町 78 常滑市 170 知多市 4
第５位 稲沢市 245 田原市 22 碧南市 36 新城市 32 豊田市 78 豊川市 75 岡崎市 149 名古屋市 3

　 　 　 　 25位田原市 2

愛知県計

占有率

肉用牛

47.7% 18.6%28.6%
2,154881

豚工芸農作物 苗木・その他

7.6%

　
鶏乳用牛

7,168

花き その他畜産物

289 658 303
0.3% 34.3% 11.0% 9.6%

1,976 2,235

 

 

 

作物別産出額（日本一の作物） 

きく  228 億1,000 万円 

観葉植物（鉢）  23 億8,000 万円 

ばら  9 億7,000 万円

アルストロメリア  5 億8,000 万円

キャベツ  94 億6,000 万円 

ブロッコリー 17 億7,000 万円 

出典）平成17 年生産農業所得統計(平成19 年、農林水産省) 
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４．田原農業の状況（主要作物） 

 

（１）水稲・野菜・果実等の作付状況（資料：第 52愛知農林水産統計年報） 

 【米の作付状況】 【トマトの作付状況】 
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 【すいかの作付状況】 【メロンの作付状況】 
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 【キャベツ作付状況】 【レタスの作付状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,933 1,933 1,955 1,968 1,968

2,197 2,143

2,325

2,311

,190 103,660 101,840

111,760
107,580

132,610

116,790 115,000
105,600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ｈ１ Ｈ３ Ｈ５ Ｈ７ Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１３ Ｈ１５ Ｈ１６

(ha)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

(t)

113117109103102105119116129

2,2982,338
2,551

2,4632,4422,426
2,0301,9962,202

0

100

200

300

400

500

Ｈ１ Ｈ３ Ｈ５ Ｈ７ Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１３ Ｈ１５ Ｈ１６

(ha)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

(t)

105

作付面積(ha) 収穫量(t) 作付面積(ha) 収穫量(t)



 【ブロッコリーの作付状況】 【だいこんの作付状況】 
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 【みかんの作付状況】 【キクの作付状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484544454750524853

1,2691,238
1,350

1,362
1,4421,3891,4561,394

1,286

0

100

200

300

400

500

Ｈ１ Ｈ３ Ｈ５ Ｈ７ Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１３ Ｈ１５ Ｈ１６

(ha)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

(t)

1,114
1,1661,1731,190

1,099
1,037

963

749

655

412,900

425,100434,500

439,100429,000

396,200
370,200

301,406

255,100

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Ｈ１ Ｈ３ Ｈ５ Ｈ７ Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１３ Ｈ１５ Ｈ１６

（ha）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

（千本）

作付面積(ha) 収穫量(t) 作付面積(ha) 出荷量(千本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115
129

141142
129127

3034
14

77,200

85,00082,800

87,000

70,500
66,300

25,36624,821
17,930

0

100

200

300

400

500

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H16

（ha）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

（千本）

作付面積(ha) 出荷量(千本)

【その他切花の作付状況】 【鉢物作付状況】 

63 58 63

91
117 120 120 133 132

11,178

7,750

8,463

12,289

16,125 16,910

17,490

20,460

19,360

0

100

200

300

400

500

Ｈ１ Ｈ３ Ｈ５ Ｈ７ Ｈ９ Ｈ１１ Ｈ１３ Ｈ１５ Ｈ１６

（ha）

0

10,000

20,000

30,000

（千鉢）

作付面積(ha) 出荷量(千鉢)

 【その他切花の作付状況】 
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（２）畜産の状況（資料：第 52 愛知農林水産統計年報） 

 【乳用牛】 【肉用牛】 
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包括的経済連携に関する基本方針 

 

 

                                         平 成 2 2 年 1 1 月 ９ 日  

                                     閣   議   決   定  

 

 

１ 我が国を取り巻く環境と高いレベルの経済連携推進 

 

我が国は、今、「歴史の分水嶺
れい

」とも呼ぶべき大きな変化に直面している。

世界経済は、新興国経済が急激に発展する一方、我が国の相対的地位は趨
すう

勢

的に低下するという構造的な変化が進んでいる。また、ＷＴＯドーハ開発ア

ジェンダ交渉の妥結を通じた国際貿易ルールの強化が今後とも重要であるが、

ラウンド交渉の行方が不透明の中、主要貿易国間において高いレベルのＥＰ

Ａ／ＦＴＡ網が拡大している。しかし、こうした動きの中、我が国の取組は

遅れている。 

 

このような状況の下、我が国の貿易・投資環境が他国に劣後してしまうと、

将来の雇用機会が喪失してしまうおそれがある。我が国として、「新成長戦略」

（平成22年６月18日閣議決定）に示されている「強い経済」を実現するため

には、市場として成長が期待できるアジア諸国や新興国、欧米諸国、資源国

等との経済関係を深化させ、我が国の将来に向けての成長・発展基盤を再構

築していくことが必要である。 

 

かかる認識の下、「国を開き」、「未来を拓く」ための固い決意を固め、これ

までの姿勢から大きく踏み込み、世界の主要貿易国との間で、世界の潮流か

ら見て遜
そん

色のない高いレベルの経済連携を進める。同時に、高いレベルの経

済連携に必要となる競争力強化等の抜本的な国内改革を先行的に推進する。 

 

 取り分け農業分野は、単に貿易自由化により最も影響を受けやすい分野で

あるばかりではなく、農業従事者の高齢化、後継者難、低収益性等を踏まえ

れば、将来に向けてその持続的な存続が危ぶまれる状況にあり、競争力向上

や海外における需要拡大等我が国農業の潜在力を引き出す大胆な政策対応が

不可欠である。 

 

特にアジア太平洋地域は我が国にとって、政治・経済・安全保障上の最重

参考資料１ 
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要地域であり、この地域の安定と繁栄は死活的な問題である。アジア太平洋

自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）は、我が国と切れ目のないアジア太平洋地域を形

成していく上で重要な構想であり、取り分け本年はＡＰＥＣ議長として、同

構想の実現に向けた道筋をつけるため強いリーダーシップを発揮することが

必要である。 

 

このため具体的には、アジア太平洋地域内の二国間ＥＰＡ、広域経済連携

及びＡＰＥＣ内における分野別取組の積極的な推進に向け主導的な役割を果

たし、アジア太平洋地域における21世紀型の貿易・投資ルール形成に向けて

主導的に取り組む。 

 

 

２ 包括的経済連携強化に向けての具体的取組 

 

我が国を取り巻く国際的・地域的環境を踏まえ、我が国として主要な貿易

相手国・地域との包括的経済連携強化のために以下のような具体的取組を行

う。特に、政治的・経済的に重要で、我が国に特に大きな利益をもたらすＥ

ＰＡや広域経済連携については、センシティブ品目について配慮を行いつつ、

すべての品目を自由化交渉対象とし、交渉を通じて、高いレベルの経済連携

を目指す。 

 

（１）アジア太平洋地域における取組 

 

 アジア太平洋地域においては、現在交渉中のＥＰＡ交渉（ペルー及び豪州）

の妥結や、現在交渉が中断している日韓ＥＰＡ交渉の再開に向けた取組を加

速化する。同時に、日中韓ＦＴＡ、東アジア自由貿易圏構想(ＥＡＦＴＡ)、

東アジア包括的経済連携構想(ＣＥＰＥＡ)といった研究段階の広域経済連

携や、現在共同研究実施中のモンゴルとのＥＰＡの交渉開始を可及的速やか

に実現する。 

 

さらに、アジア太平洋地域においていまだＥＰＡ交渉に入っていない主要

国・地域との二国間ＥＰＡを、国内の環境整備を図りながら、積極的に推進

する。ＦＴＡＡＰに向けた道筋の中で唯一交渉が開始している環太平洋パー

トナーシップ（ＴＰＰ）協定については、その情報収集を進めながら対応し

ていく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協

議を開始する。 
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 以上の取組を着実に実施するため、「アジア太平洋自由貿易圏実現に向けた

閣僚会合（仮称）」を開催し、政府を挙げて取り組む。 

 

（２）アジア太平洋地域以外の主要国・地域に対する取組 

 

アジア太平洋地域以外の最大の貿易パートナーであるＥＵとの間では、現

在、共同検討作業を実施中であるが、早期にＥＵとの交渉に入るための調整

を加速する。そのために国内の非関税措置への対応を加速する。また、現在

交渉中の湾岸協力理事会（ＧＣＣ）との交渉の促進に努める。 

 

（３）その他の国・地域との取組 

 

ドーハ開発アジェンダ交渉、アジア太平洋地域の地域統合及び主要国との

経済連携強化の取組などの進捗
ちょく

状況を見極めつつ、その他のアジア諸国、新

興国、資源国等との関係においても、経済的観点、さらには外交戦略上の観

点から総合的に判断の上、ＥＰＡの締結を含めた経済連携関係の強化を積極

的に推進する。 

 

 

３ 経済連携交渉と国内対策の一体的実施 

 

主要国・地域との間での高いレベルの経済連携強化に向けて、「国を開く」

という観点から、農業分野、人の移動分野及び規制制度改革分野において、

適切な国内改革を先行的に推進する。 

 

（１） 農業 

 

 高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業・農

村の振興とを両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を講じる

ため、内閣総理大臣を議長とし、国家戦略担当大臣及び農林水産大臣を副議

長とする「農業構造改革推進本部（仮称）」を設置し、平成23年６月めどに基

本方針を決定する。さらに、同本部において、競争力強化などに向けた必要

かつ適切な抜本的国内対策並びにその対策に要する財政措置及びその財源を

検討し、中長期的な視点を踏まえた行動計画を平成23年10月めどに策定し、

早急に実施に移す。 
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 その際、国内生産維持のために消費者負担を前提として採用されている関

税措置等の国境措置の在り方を見直し、適切と判断される場合には、安定的

な財源を確保し、段階的に財政措置に変更することにより、より透明性が高

い納税者負担制度に移行することを検討する。 

 

（２）人の移動 

 

看護師・介護福祉士等の海外からの人の移動に関する課題にどう取り組む

かについては、「新成長戦略」に掲げる「雇用・人材戦略」の推進を基本とし

つつ、国内の人口構造の将来の動向や、国民の雇用への影響、海外からの要

請、さらには我が国経済発展及び社会の安定の確保も踏まえながら検討する。

そのための検討グループを国家戦略担当大臣の下に設置し、平成23年６月ま

でに基本的な方針を策定する。 

 

（３）規制制度改革 

 

国を開き、海外の優れた経営資源を取り込むことにより国内の成長力を高

めていくと同時に、経済連携の積極的展開を可能にするとの視点に立ち、非

関税障壁を撤廃する観点から、行政刷新会議の下で平成23年３月までに具体

的方針を決定する。       

 

(以上)                    
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食と農林漁業の再生推進本部及び
食と農林漁業の再生実現会議の体制について

副大臣級幹事会

食と農林漁業の再生推進本部

＝決定機関

本部長：総理大臣

副本部長：国家戦略大臣

農林水産大臣

構成員：全大臣

指
示

報
告

議 長：総理大臣

副議長：国家戦略大臣 農林水産大臣

構成員：官房長官、総務大臣、財務大臣、

外務大臣、経済産業大臣

＋民間有識者

食と農林漁業の再生実現会議＝諮問機関
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検 討 項 目

（素案）

１ 持続可能な経営実現のための農業改

革のあり方

２ 戸別所得補償制度のあり方

３ 農林水産業の成長産業化のあり方

４ 消費者ニーズに対応した食品供給シ

ステムのあり方

５ ＥＰＡ推進への対応

※ 平成22年11月30日、政府「食と農林漁業の再生実現会議」資料。

現在、副大臣級の幹事会で各項目ごとに有識者ヒアリングを実

施するなど、政府全体で検討中。
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今後のスケジュールについて 

 

 幹事会 実現会議 

 
12月 

 
 
 

1月 
 
 
 
 

2月 
  

 
3月 

 
 
 

4月 
 

 
5月 

 
 

6月 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      随時開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 平成 22年 11月 30日、政府「食と農林漁業の再生実現会議」資料。 

論点４：農林水産業の成長産業化の

あり方 
（原則ヒアリング２回、意見交換１回） 

論点２：消費者ニーズに対応した 
食品供給システムのあり方 

（原則ヒアリング２回、意見交換１回） 
 

論点３：戸別所得補償制度のあり方 
（原則ヒアリング２回、意見交換１回） 

論点１：持続可能な経営実現のため

の農業改革のあり方 
（原則ヒアリング２回、意見交換１回） 

・ 基本方針の策定に向けた議論 
・ 公開ヒアリング、現地視察等 

第１回 今後の進め方 

実現会議 
（基本方針素案） 

実現会議 
（基本方針策定） 

第１回実現会議 

実現会議 
(幹事会からの報告等) 
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農林水産業の現状について

平 成 ２ ３ 年 １ 月

参考資料２



73

35

45

55
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75

40 45 50 55 60 平成２ ７ 10 21

（％）
【生産面】国内生産力の低下

・65歳以上の農業就業人口の割合
21％(昭和50年)→62％(平成22年)
・耕地面積

607万ha(昭和35年)→459万ha(平成22年)
・耕作放棄地

13万ha(昭和50年)→40万ha(平成22年(滋賀県とほぼ同じ面積)）

【需要面】食生活の大幅な変化
・米の消費の減少

112kg/年(昭和40年度)→58.5kg(平成21年度)
・畜産物等の消費の増加
肉類9.2kg/年(昭和40年度)→28.6kg(平成21年度)
油脂類6.3kg/年(昭和40年度)→13.1kg(平成21年度)

昭和

ｶﾛﾘｰﾍﾞｰｽ食料自給率
（21年度40％）

年度

％

自給率低下の要因

自給率低下の要因

ｶﾛﾘｰﾍﾞｰｽ
自給率目標

（32年度
50％）

(‘65) (‘09)

カロリーベース食料自給率の推移
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（実線：名目価格、点線：実質価格）

実績 推計

国際価格の見通し

・ 人口増加等に伴う消費の増加に生産が追いつかず、需給がひっ迫した状態が継続する見
通しであり、食料価格は今後高止まりするとの予測。

3

世界の栄養不足人口

出典：農林水産政策研究所「2019年における世界の食料需給見通し
－世界食料需給モデルによる予測結果－」

出典:FAO「The State of Food Insecurity in the World 2009」
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【全国で担い手がいない地域が半数以上】

【平均年齢は６５歳と高齢化、後継者も育っていない】

【１５年間で農業所得は半減】

【４５年間で農地は約２割減少】

○ 我が国の農業・農村は、農地の減少、農業者の高齢化、農村の疲弊など、ここ十数年で危機的な状況
が一層深刻化し、この15年間で農業所得は半減。

143万ｈａ減少
福島県や長野県
とほぼ同じ面積

607.1万ha

462.8万ha

133.9％

92.2％

昭和35 45 55 平成２ ７ 12 17 20

耕地利用率

耕地面積

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

― 農地及び耕地利用率の推移 ―

52%

14%
23%

42% 47%

67% 63% 68%
57%

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国四国 九州

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」（組替集計）

― 農業を主とする６５歳未満の農業者のいない水田集落 ―

6.1 
5.1 

4.0 3.6 
3.0 

平成2 平成7 平成12 平成17 平成20年度

6.1兆円

5.1兆円
4.0兆円

3.6兆円

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

注：農業純生産とは、「農業総生産－固定資本減耗（減価償却引当額＋災害額）－間接税＋経常
補助金」で算定され、所得として受け取った額に相当。

― 農業所得の推移 ―

3.0兆円

我が国農業・農村が直面する課題

－ 年齢別農業従事者の分布 －



*1 経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家
*2農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家

出典:農林水産省「耕地及び作付面積統計」（同統計を元に算出）、「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、USDA“2008 Agricultural 
Statistics”、EU“Agriculture in the European Union Statistical and Economic Information 2008”、豪州“Australian Commodity 
Statistics 2009”

１戸当たりの経営耕地面積の展望

（参考）諸外国との比較

日本 米国 ＥＵ(27) 豪州
(平成21年) (19年) (19年) ドイツ フランス イギリス (19年)

農家一戸当たりの農地面積（ha） 1.9 198.1 13.5 45.7 55.8 58.8 3023.7

平成２年 ７年 １２年 １７年 ２１年
３２年
（展望）

販売農家*1 １.４ha １.５ha １.６ha １.８ha １.９ha ２.６ha

増加率（年率） （１.２％） （１.３％） （１.９％） （２.７％）

主業農家*2 － ３.２ha ３.９ha ４.４ha ５.１ha ７.７ha

増加率（年率） － （３.９％） （４.４％） （５.１％）

１戸当たりの経営耕地面積の展望



現 状

食料供給上の危機 食料自給率※ 49%(H元) →   40% (H21)
就業人口 414万（H7）→ 261万（H22）

３つの柱で食料自給率目標５０％の達成に向け農業の競争力を強化

○ 戸別所得補償制度の導入

○ 農山漁村の６次産業化

○ 消費者ニーズに適った生産体制への転換

意欲ある者が農業に安心して参入し、営農できる環境整備

販売価格の向上（加工、直売）、販売量の増加（輸出、

エネルギー等新市場開拓）で経営所得の増加

品質、食の安全・安心、環境などの消費者ニーズに適った

農業生産を促進し、国産農産物の優位性を向上

産業としての農業の持続性の危機

※カロリーベースでの食料自給率

今後の農政の展開方向



森林・林業再生プラン
（平成21年12月25日公表）

今後10年間を目途に、森
林･林業を早急に再生してい
くための指針。

新成長戦略「21の国家

戦略プロジェクト」

（平成22年6月18日閣議
決定）の中に「森林・林業

再生プラン」を位置づけ

平成２３年度予算概算要求へ反映

平成２３年度税制要望へ反映

○経営の継続等を確保するための山林相続

税・贈与税の特例措置

○地球温暖化対策税の創設に当たり、その使

途にバイオマス、森林整備等を位置づけ

必要な法制度の改正 （平成23年通常国会）
○森林計画制度の見直し等に係る森林法

改正法案を次期通常国会に提出予定
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大
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森
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多
面
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能
の
発
揮

10年後の姿

○森林管理・環境保全直接支払制度

○森林づくり主導人材育成対策

○地域材供給倍増対策

等の推進

現 状

○施業放棄森林の

増加

○形骸化している

森林計画制度

○計画がなくとも補

助事業が受けら

れ、バラバラな森

林施業を実施

○丈夫で簡易な路

網整備への対応

の遅れ

○計画的な人材育

成策の欠如

○コンクリートや外
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れ続けてきた川下
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50
％
以
上

森林計画制度の見直し

○ 森林計画制度の見直しによる適正な施

業の確保

集約化、路網整備、人材育成

○ 集約化を進め、丈夫で簡易な路網整備と

搬出間伐を一体的に推進。

○ 集約化や搬出間伐に限定して支援する

森林管理･環境保全直接支払制度の創設

○ 日本型フォレスターをはじめ、集約化を

推進する人材や現場の技術者･技能者など

必要な人材の育成

木材資源の活用

○ 公共建築物木材利用促進法に基づく木材

利用の推進

○ 木質バイオマス利用の拡大

○ 国産材の安定供給体制の構築

国有林の貢献

○ 国有林は、安定供給体制づくり、フィール

ド･技術を活用した人材育成を推進

目指すべき姿 具体的な対策

平成２２年度に前倒しで着手

○搬出間伐と路網整備の加速化

○公共建築物における木材利用の推進

等を予備費及び補正予算により対応

森林･林業の再生に向けた
改革の姿

森林･林業基本政策検討委員会

でとりまとめた森林･林業再生に向け
た設計図。

元気な日本復活特別枠
「森林･林業再生プラン推進総
合対策」５５５億円を要望

第３回森林・林業再生プラン推進本部
（平成22年11月30日予定）

森林・林業再生プランの実施について



○ 世界の漁業・養殖業生産量
2008年は1億5,916万トン
（1960年の４倍）

○ 国際的な資源管理が大きな課題
に

○ 日本の基本的な考え方
科学的根拠に基づく
資源管理を推進

○ WTOルール交渉
適切な漁業管理の下での漁業
補助金は必要と主張

○ 漁業生産量ピーク時から半減
（S59は1,282万トン→H21は543万トン）

○ 資源水準が低位にあるものが４割

○ 適切な資源管理
・漁業許可制度
・漁獲可能量制度(TAC)
・資源回復計画
の適切な組合せ

○ 魚礁等による漁場整備

○ 藻場・干潟の保全

○ 有害生物対策（大型クラゲ等）

○ 種苗放流

○ ベースとなる資源調査・評価

○ 燃油価格の高騰
H16.3 H20.8 H22.11
43円/L→125円/L→70円/L

○ 漁船高齢化
船齢20年以上が50%（通常15年程度で更新）

○ 漁業者数減少

漁業就業者数 H15 23.8万人→H21 21.2万人
65歳以上のシェア H15 33.3%→H21 35.8%

○ 低い漁業所得
沿岸漁家漁業所得 251万円（H21）

○ 下水道普及率51.2% (小都市67.6%）

○ 特に離島は条件不利

○ 生産・生活基盤の整備 （防災対策等）

○ ６次産業化の推進（水産加工、都市との交流等）

○ 離島漁業再生支援交付金（離島集落の漁業再生活動の支援）

○ 価格について
産地で割安、消費地で割高との指摘

○ １人１日当たり食用魚介類摂取量
H10 H20
魚 95.9g → 78.5g(２割減)
肉 77.5g → 77.7g
(H18,H19に肉と魚が逆転)

○ 新規販路の開拓等

○ 流通の効率化・高度化 （市場を核とした流通拠点の整備）

○ 低・未利用資源の活用

○ 魚食の普及

○ 安全・安心の確保（流通の全段階を通した品質・衛生対策の
推進）

84系群のうちマイワシ、ニシン等
34系群(H22)

○ 本格的な所得補償制度を導入（23年度概算要求中）

○ 融資・保証の充実による自由な経営展開を支援
○ 漁業への新規就業の促進

適切な資源管理と漁業経営の安定を図るため、
・収入安定対策 漁業共済・積立ぷらす
・コスト対策 燃油・養殖用配合飼料の高騰対策
を充実。

（就業相談会や現場での長期研修等、きめ細かなサポート）

国際交渉

漁業経営の安定水産資源の管理・回復

活力ある
漁村の維持

産地手取りの向上
と消費拡大

● 排他的経済水域 世界第６位（国土面積の12倍、450万平方キロメートル）
● 漁業生産量 世界第５位（中国、インドネシア、インド、ペルーに次ぐ）
● 一人あたり食用魚介類供給量 世界第１位（人口百万人以上の国で比較。2位以下ポルトガル、韓国、ノルウェー、マレーシア。）
● 食用魚介類自給率 平成21年 62％ （平成29年目標 65％）

水産政策の新たな展開
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